
米・米加工品輸出拡大推進事業実施要領 

 

制定 令和８年４月８日付け７農産第５５２０号 

農林水産省農産局長通知 

 

第１ 趣旨 

米・米加工品輸出拡大推進事業の実施については、米穀等安定生産・需要開

拓総合対策事業のうち米・米加工品輸出拡大推進事業補助金交付等要綱（令和

８年４月８日付け７農産第５５１９号農林水産事務次官依命通知。以下「交付

等要綱」という。）の定めによるほか、本要領に定めるところによるものとす

る。 

 

第２ 定義 

  本要領において使用する用語の定義は、別段の定めがある場合を除き、下記

のとおりとする。 

１ 戦略的輸出事業者 

コメ海外市場拡大戦略プロジェクト（平成29年９月８日公表。以下「ＫＫ

Ｐ」という。）において、米・米加工品輸出の戦略的な拡大に取り組む輸出事

業者として特定された者をいう。 

２ 戦略的輸出基地（産地） 

ＫＫＰにおいて、輸出産地としての取組方針を掲げ、輸出に仕向けられる

米の安定的な生産に取り組む産地（法人・団体等）をいう。 

  

第３ 補助事業者 

１ 交付等要綱別表の「補助事業者」の欄の農産局長が別に定める者は、次の

（１）又は（２）に掲げる米・米加工品の戦略的な輸出促進に取り組む団体で

あって、２の要件に該当するものとする。 

（１）農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益

社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動

法人、事業協同組合、事業協同組合連合会又は独立行政法人 

（２）法人格を有しない任意団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとす

る。 

  ① 主たる事務所の定めがあること。 

   ② 代表者及び経理責任者の定めがあること。 

   ③ 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。 

   ④ 事業計画、収支予算等が、総会等において承認されることとされてい 

ること。 

 ２ １に掲げる団体は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。 

（１）本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力

を有する団体であり、本事業で取り扱う品目に関する専門的知識を有する

こと。 

（２）本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力

を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支

決算書等（これらの定めのない団体にあってはこれに準ずるもの）を備え

ていること。 

（３）本事業により得られた成果（以下「事業成果」という。）について、その



利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 

（４）日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金等の適正な執行

に関し、責任を負うことができる団体であること。 

（５）法人等（個人、法人及び団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する

事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に

実質的に関与している者をいう。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。）でないこと。 

 

第４ 事業の内容等 

１ 事業の対象 

  本事業の対象となる品目は、米及び米加工品とする。 

２ 事業の内容 

2030年までの米、パックご飯、加工米飯、米粉及び米粉製品の輸出額目標

922億円の達成に向けて、非日系・新興国等への新たな販路や商流の開拓に取

り組むとともに、既存の商流の維持・拡大等を図るため、補助事業者が行う、

次の（１）から（４）までの取組に対し、支援を行う。 

（１）進出候補先国・地域の市場リサーチ等の取組の推進 

   ＫＫＰの参加者が、未開拓地域・商材の開拓に先立って実施する市場リ

サーチからテストマーケティングに至る初期活動のための取組等を推進す

る。 

（２）輸出事業者等による海外需要開拓・定着等の取組の推進 

海外需要の創出・開拓・定着を図るため、ＫＫＰの参加者が取り組む、個

社の強みを活かした小売店でのプロモーションや中食・外食チェーンでの

フェアなどの意欲的な取組やブランディングによる販売力強化に資する取

組、他の事業者等と連携して行うプロモーション等の一体的な取組を推進

する。 

 （３）海外需要に応える環境整備のための実証への支援 

    戦略的輸出事業者と有望な戦略的輸出基地（産地）をマッチングする仕

組の構築、ＫＫＰの参加者が取り組む有望な輸出産地を形成するための実

証等の取組を推進する。 

 （４）海外規制等に対応する取組への支援 

    ＫＫＰの参加者が取り組む、残留農薬・重金属検査やくん蒸など、米・米

加工品の輸出に際して必要となる輸出先国・地域が求める規制やグローバ

ルＧＡＰなど海外実需者が求める要件に対応するための取組を推進する。 

 

３ 補助対象経費 

（１）本事業の補助対象経費は、別表１に掲げるとおりとする。 

（２）借上げ費について、リースを行う場合にあっては、リース料助成金の額

は、次の算式①により算出するものとする。ただし、借り上げる機器等のリ

ース期間をその法定耐用年数未満とする場合にあっては、算式②によるも

のとする。 

  算式①：助成金の額＝リース価格（税抜き）×１／２以内 

  算式②：助成金の額＝リース価格（税抜き）×（リース期間／法定耐用年

数）×１／２以内 



       この場合のリース期間は、当該機器等を借り受ける日から当該リ

ースの終了予定日までの日数とし、当該リース期間を365日で除した

数値の小数点以下第３位を四捨五入して小数第２位で表した数値で

ある。また、申請額は、算出された額の千円未満を切り捨てて千円単

位とする。 

 ４  申請できない経費 

３の規定にかかわらず、次の経費は、本事業の実施に必要であっても、補助

対象としないものとする。 

（１）本事業の業務（資料の整理・収集、調査の補助等）を実施するために雇用

した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて

支払う経費以外の経費（雇用関係が生じるような月ぎめの給与、賞与、退職

金その他各種手当） 

（２）本事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費 

（３）補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対

象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63

年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方

消費税の税率を乗じて得た金額の合計に補助率を乗じて得た金額） 

（４）飲食費（会議における茶、コーヒー等簡素な茶菓代を含む。） 

（５）査証又はパスポートの取得及び海外渡航に係る傷害保険等任意保険の加

入に要する経費 

（６）宿泊施設（ホテル）の付加サービス（ミニバー、ランドリー、電話、イン

ターネット等）の利用に要する経費 

（７）本事業の実施に限らず使用できる汎用性の高い機器（パソコン、タブレッ

ト、携帯電話、Wi-Fiルーター、プリンター、デジタルカメラ等）に要する

経費 

（８）補助事業者が実施する他の事業と区分できない経費 

（９）本事業の実施に要した経費であることを証明することができない経費 

 

第５ 事業の成果目標 

  成果目標は、事業終了年度から起算して３年以内に達成するものとする。ま

た、成果目標は、事業実施計画に記載するものとする。 

 

第６ 補助率 

  本事業の補助率は、別表２に掲げるとおりとする。 

 

第７ 事業実施期間 

  本事業の実施期間は、令和８年度とする。 

 

第８ 採択基準 

１ 取組内容が、本事業の目的に照らし適切なものであり、かつ、本事業を確

実に遂行するために適切なものであること。 

２ 補助事業者が事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているこ

と。 

３ 事業費のうち補助事業者の負担分について、適正な資金調達が可能である

こと。 



４ 取組ごとの成果を適切に評価・検証できる成果目標を設定していること。 

 

第９ 事業実施手続 

１ 事業実施計画の作成及び調整 

   事業実施計画は、別記様式１により作成し、農産局長に提出するものとし、

また、農産局長は、事業実施計画の内容を調整することができるものとする。 

ただし、交付等要綱第５第３項に基づく事業実施計画の変更（２の重要な

変更に限る。）又は中止若しくは廃止については、交付等要綱第13の規定に

基づく「変更等承認申請書」の提出をもって、これに代えることができる。 

また、上記以外の事業実施計画の変更（３の軽微な変更に限る。）につい

ては、別記様式１により作成するものとし、また、農産局長は、事業実施計

画の変更内容を調整することができるものとする。 

２ 事業実施計画の重要な変更 

交付等要綱第５第３項の農産局長が別に定める重要な変更は、交付等要綱

別表の「重要な変更」の欄に掲げる事項の変更とする。 

 ３ 事業実施計画の軽微な変更 

事業実施計画の軽微な変更は、事業完了年月日の変更等とする。 

４ 事業の着手 

（１）事業の着手は、原則として、補助金の交付決定後に行うものとする。ただ

し、事業の効果的な実施を図る上で必要な場合であって、補助金の交付決

定前に本事業に着手する必要があるときは、補助事業者は、あらかじめ、農

産局長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した事業交付決定前着

手届を別記様式２により作成し、農産局長に提出するものとする。 

（２）補助事業者は、（１）のただし書により補助金の交付決定前に本事業に着

手する場合には、本事業について、事業内容が明確となり、かつ、補助金の

交付が確実となってから、着手するものとする。 

この場合において、補助事業者は、補助金の交付決定までの間に生ずる

あらゆる損失について、自らの責めに帰することを了知の上で行うものと

する。 

（３）農産局長は、（１）のただし書による本事業の着手については、補助事業

者に対し、事前にその理由等を十分に検討して必要最小限にとどめるよう

指導するほか、当該着手後においても必要な指導を十分に行うことにより、

本事業が適正に行われるようにするものとする。 

５ 事業の委託 

（１）補助事業者は、他の者に本事業の一部を委託して行わせる場合は、次に掲

げる事項を事業実施計画（別記様式１）の別添１の「７．積算内訳」の「事

業の委託」及び「備考」の欄に記載することにより農産局長に届け出るもの

とする。 

① 委託先が決定している場合は委託先名 

② 委託する事業の内容及びそれに要する経費 

（２）補助事業者は、委託先及び委託に要する経費について、原則として、公

募又は相見積りを行い、その中で最低価格を提示した者のものを積算内訳

の根拠とするものとする。 

公募若しくは相見積りを行わない場合又は最低価格を提示した者を選定

しない場合には、その選定理由を明らかにした理由書を提出するものとす

る。 



（３）補助事業者は、委託契約書の作成に当たっては、委託内容を具体的に明

記するとともに、原則として、当該委託契約に伴う全ての権利を補助事業

者に帰属させるものとする。 

その上で、委託した業務が終了したかどうかを委託先が作成した報告書

等により確認するものとする。 

６ 事業実施計画中のチェックシート（別記様式別添６。以下同じ。）に記載され

た環境負荷低減の各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした

上で、当該チェックシートを農産局長に提出する。 

 

 

第10 事業実施状況等の報告 

 １ 事業実施状況の報告 

補助事業者は、交付等要綱第28の規定に基づき、事業終了後速やかに事業

実施計画に準じて事業実施結果に係る報告書を作成し、事業の一環として作

成した報告書を添付の上、農産局長に提出するものとする。 

また、事業実施結果報告の際は、チェックシートに記載された環境負荷低減の

各取組について、事業実施期間中に実施したか否かをチェックし、農産局長に提

出する。 

なお、チェックシートを提出した者から抽出して、農林水産省の職員等が実際

に環境負荷低減の取組をしたかどうか確認を行うこととする。 

ただし、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）

第６条第１項の規定に基づく実績報告書及び事業の一環として作成した報告

書の提出をもって、これに代えることができる。 

 ２ 事業成果の報告 

   補助事業者は、事業終了年度の翌年度から起算して３年間、毎年度、事業成

果について別記様式３により、事業成果報告書を作成し、９月末日までに農

産局長に報告するものとする。 

ただし、当該期限では適切に事業成果を評価することが困難な場合は、あ

らかじめ農産局長に、報告の予定時期と期日が遅れる合理的な理由を届出の

上、報告するものとする。 

また、設定した成果目標に対する事業成果について、その要因を分析する

とともに、成果目標が達成されない場合は、農産局長の指導・助言を受けるな

ど、翌年度以降の取組成果に結び付くよう努めるものとする。 

 

第11 事業遂行状況の報告 

交付等要綱第16第１項に定める事業遂行状況の報告については、補助金の交

付決定に係る年度の12月末日現在において事業遂行状況報告書を作成し、翌月

末までに農林水産大臣に提出するものとする。ただし、交付等要綱第17の規定

に基づき概算払を受けようとする場合には、交付等要綱別記様式第６号の概算

払請求書の提出をもって、これに代えることができる。 

 

第12 その他 

 １ 本事業の実施により相当な収益が発生した場合には、交付等要綱第26第１

項の規定に基づき、当該収益を補助事業に要した経費から差し引いて、次の

とおり補助金額を計算し、農産局長に報告するものとする。 

  （「補助対象経費」－（「本事業実施により発生した収入」－「本事業実施に



要した補助対象外経費」））×補助率 

また、当該報告があった場合、相当の収益を生じたものと農産局長が認定

したときは、交付等要綱第26第２項の規定に基づき、当該収益の一部又は全

部を国に納付させることができるものとする。 

 ２ 本事業による成果物の使用管理については、正当な理由がある場合を除き、

農産局長の指導に従うものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月８日から施行する。 

 

  



別表１ 

補助対象経費 

 

費   目 

 

経  費  の  内  容  等 

 

注 意 点 

 

旅   費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために補助事業者

が行う各種活動の実施に必要な国内

出張及び海外出張に係る経費（交通

費、宿泊費、日当等）とする。 

既存の内規等に基づき、出張伺い、

報告等を整理し、適正な経理処理を

行うこと。内規等がない場合には、

同地域における同業種・同規模の企

業の運用を参考とし、ルールを策定

する等合理的な運用を行うこと。 

また、必要最小限の人数で実施し、

出張報告には、いつ、誰と、どこで、

何をしたかを記載したものを提出す

ること。 

なお、航空賃等については、安価

なチケットの購入に努めること。 

 

 

・ 鉄道のグリーン車等、航空機のビ

ジネスクラス等の使用は認めな

い。 

 

謝   金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要な専門

的知識・知見の提供、資料・情報の

収集や提供等を行った外部専門家等

に対する謝礼に必要な経費とする。 

各種検討会における有識者等専門

家に対する謝金、海外における試食

会や日本食品フェア等の際に依頼す

る調理専門家への謝金を含む。 

内規がある場合は、内規等に基づ

いた支払を行うこと。内規等がない

場合は、業務の内容に応じた常識の

範囲を超えないことが説明できる資

料を準備し、根拠に基づき単価を設

定するものとする。 

課題提案書等を提出する際、設定

された単価が妥当であるか否かを審

査するため、謝金単価の設定根拠と

なる資料の添付が必要となる（この

設定する謝金単価によって、事業費

を算出することとなる。）。  

 

・ 謝金の単価の設定根拠となる

資料を添付すること。 

・ 補助事業者の代表者及び補助事

業者に従事する者に対する謝

金は認めない。 



謝金は源泉徴収（事業者におい

て預かり金処理又は税務署に納付

等）を行い、当該処理を示す資料を

整理すること。 
 

 

賃   金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために新たに発生

する業務（資料整理・収集、販売促

進補助、調査の補助等）を目的とし

て、補助事業者が新たに雇用した者

等に対して支払う実働に応じた対価

（日給又は時間給）とする。 

 単価については、補助事業者の賃

金支給規則や国･県･市町村の規程に

よる等、業務の内容に応じた常識の

範囲を超えない妥当な根拠に基づき

設定すること。 

課題提案書等を提出する際、設定

された単価が妥当であるか否かを審

査するため、賃金単価の設定根拠と

なる資料の添付が必要となる（この

設定する賃金単価によって、事業費

を算出することとなる。）。 

なお、補助事業者等の賃金支給規

則による場合であっても、第４の４

において申請できない経費とされて

いる経費については除外して申請す

る必要がある。  

契約書等により業務の内容を明ら

かにし、出勤簿、タイムカード等を

整備すること。また、源泉徴収（補

助事業者において預かり金処理又は

税務署に納付等）の状況を明らかに

した書類を整備すること。  

 

 

・ 賃金の単価の設定根拠となる資

料を添付すること。 

・ 補助事業従事者別の出勤簿及び

作業日誌を整備すること。 

・ 実働に応じた対価以外の経費（雇

用関係が生じるような月極の給

与、賞与、退職金、各種手当）は

認めない。 

・ 賃金の算定に当たっては、「補助

事業等の実施に要する人件費の

算定等の適正化について」（平成

22年９月27日付け22経第960号農

林水産省大臣官房経理課長通知。

以下「人件費の適正化通知」とい

う。）によるものとする。 

 

 

使用料及び 

賃借料 

 

 

 

 事業を実施するために必要な会議

室等の使用料、見本市等の小間借上

げ料（見本市への出展経費、撤去費

用等も含む。）、物品・備品や自動

車等の賃借料の支払に要する経費と

する。（本事業の実施に限らず使用

できる汎用性の高い機器（パソコン、

タブレット、携帯電話、Wi-Fi ルー

ター、プリンター、デジタルカメラ

 

・ 使用・賃借期間が１年未満と見込

まれるものに限る。なお、１年以

上と見込まれるものについては、

借上げ費とする。 

・ 補助事業者が所有する会議室を

使用する場合は、会場借料を支払

うことは認めない。 



等）を除く。） 

 

 

役 務 費 

 

 

 事業を実施するために必要な、そ

れだけでは本事業の成果とはなり得

ない翻訳、通訳、設計、分析、試験、

加工等を行うために必要な経費とす

る。 

 

 

・ 民間企業内部で社内発注を行う

場合には、利潤を排除した実費弁

済の経費に限る。 

 

印刷製本費 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要なパン

フレット等産品のＰＲ資料、レシピ、

アンケート用紙等の印刷、ポスター

や報告書等の作成を行うために必要

な経費とする。 

ブランドマークシールやラベルの

作成・印刷に要する経費を含む。 

 

 

 

広告宣伝費 

 

 

 

 

 事業を実施するために必要な試食

会等の会場装飾費、産品ＰＲのため

の広報媒体への広告等を行うために

必要な経費とする。 

業界誌等への掲載費、車両・車内

広告、パンフレット、ＤＶＤの作成

等を行うための経費を含む。 

 

 

 

消 耗 品 費 

 

 

 

 事業を実施するために必要な各種

事務用品、試食用資材(紙皿、楊枝、

調味料等)・包装資材等の消耗資材･

用具、事業に用いる米・米加工品の

原材料費、車両燃料等の購入に必要

な経費とする。 

 

 

・ 消耗品は物品受払簿で管理す

ること。 

・ 使用可能期間が１年未満と見

込まれるものに限る。なお、１

年以上と見込まれるものは備

品費とする。 

 

 

委 託 費 

 

 

 

 

 

 本事業の交付目的たる事業の一部

分（例えば、事業の成果の一部を構

成する調査の実施、取りまとめ等）

を他の者（応募団体が民間企業の場

合、自社を含む。）に委託するため

に必要な経費とする。 

 

・ 事業の委託は、第三者に委託す

ることが必要かつ合理的・効果

的な業務に限り行えるものと

する。 

・ 国庫補助金合計の 50％未満と

すること。ただし、本事業のう

ち、海外で実施する事業の遂行

等、特殊な知識・経験を必要と

するなどやむを得ない事情が



あると認められる場合には、事

業の主たる部分を除き、この限

りではない。 

・ 民間企業内部で社内発注を行う

場合には、利潤を排除した実費弁

済の経費に限る。 

 

 

人 件 費 

 

 

 

 

 

 事業に直接従事する事務局の正職

員、出向者、嘱託職員、管理者等の

直接作業時間に対する給料その他手

当とする。 

 

 

・ 人件費の算定に当たっては、人件

費の適正化通知によるものとす

る。 

・ 謝金の支払対象者に対する人件

費は認めない。 

 

 

輸 送 費 

 

 

 海外の展示会等で使用する原材

料、販売促進用具、資料等の輸送や

有望な輸出産地を形成するための実

証で使用する原材料の輸送に必要な

経費とする。 

 海外の外食・中食事業者が使用す

る機器・備品、商品開発用の原材料

等の輸送に必要な経費を含む。 

 

 

 

機器・備品

費 

 

 事業を実施するために直接必要な

機器、備品の経費とする。（本事業

の実施に限らず使用できる汎用性の

高い機器（パソコン、タブレット、

携帯電話、Wi-Fiルーター、プリンタ

ー、デジタルカメラ等）を除く。） 

 

 

・ １年以上継続して使用し、かつリ

ース・レンタルを行うことが困難

な場合に限る。 

・ 取得単価が50万円以上の備品に

ついては、見積書（原則３社以上、

該当する備品を１社しか扱って

いない場合を除く。）やカタログ

等を添付すること。 

・ 耐用年数が経過するまでは、善良

なる管理者の注意をもって当該

備品を管理する体制が整ってい

ること。 

・ 当該備品を別の者に使用させる

場合は、使用・管理に関する契約

を締結すること。 

 

 

借上げ費 

 

 事業を実施するために直接必要な

物件、機器、備品の借上げ経費とす

る。 

 

・ １年以上継続して使用するもの

に限る。  

・ リースを行う場合にあっては、リ



（本事業の実施に限らず使用できる

汎用性の高い機器（パソコン、タブ

レット、携帯電話、Wi-Fiルーター、

プリンター、デジタルカメラ等）を

除く。） 

 

ース料助成金の額は、次の算式①

により算出するものとする。ただ

し、借り上げる機器等のリース期

間をその法定耐用年数未満とす

る場合にあっては、算式②による

ものとする。  

算式①：助成金の額＝リース価格

（税抜き）×1/2以内  

算式②：助成金の額＝リース価格

（税抜き）×（リース期間／法定

耐用年数）×1/2以内 

・ リース期間中にやむを得ずリー

ス契約を解約することになった

場合は、未経過期間に係る助成金

の全部又は一部を国に返還する

ものとする。  

 

 

その他経費 

 

 

 

 

GLOBALG.A.P.や輸出先国・地域の

各種基準の取得に係る経費、文献・

資料等購入費、通信費（郵送費等）、

送金手数料等の雑費など他の費目

に該当しない経費で、事業を実施す

るために必要なものとする。 

 

 

 

 

  



別表２ 

補助対象経費 補助率 

 

１ 進出候補先国・地域の市場リサーチ等の取組の推進に係る経費 

（１）機器・備品の購入又は借上げに係る経費 

（２）（１）以外の経費 

 

２ 輸出事業者等による海外需要開拓・定着等の取組の推進に係る経費 

（１）ＫＫＰの参加者による取組 

（ア）機器・備品の購入又は借上げに係る経費 

（イ）（ア）以外の経費 

（２）（１）以外の取組 

（ア）機器・備品の購入又は借上げに係る経費 

（イ）（ア）以外の経費 

 

３ 海外需要に応える環境整備のための実証に要する経費 

（１）機器・備品の購入又は借上げに係る経費 

（２）（１）以外の経費 

 

４ 海外規制等に対応する取組に係る経費 

（１）輸出先国・地域における国内規制に対応するための取組等に係る経費 

（２）海外実需者が求める要件に対応するための認証取得等に係る経費 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

定額 

 

 

 

２分の１以内 

定額 

 

２分の１以内 

定額 

 

 

２分の１以内 

定額 

 

 

定額 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式１（第９関係） 

 

                                                                  番      号 

                                                                  年 月 日 

 

 農林水産省農産局長 殿 

 

                            所 在 地            

                              団 体 名            

                               代表者氏名                

 

 

 

「米・米加工品輸出拡大推進事業」事業実施計画の提出（変更、中止又は廃止）に

ついて 

  

  米・米加工品輸出拡大推進事業補助金交付等要綱（令和８年４月８日付け７農産第５５１９号

農林水産事務次官依命通知）第５第１項（注１）の規定に基づき、関係書類（注２）を添えて、提

出する。 

 

 （変更の理由） 

   ○○○○○○○○○○（注３） 

 

 

 

（注１）変更又は中止若しくは廃止の場合は、「第５第３項」とすること。 

（注２）関係書類として別添１～６を添付すること。 

（注３）変更の場合には、事業の変更の理由を記載すること。また、変更の場合には、変更前の

事業実施計画の事業の内容等と容易に比較対照できるよう、事業実施計画の変更部分を二

段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記入すること。ただし、事業内容のうち当該変更

の対象外となるものについては省略すること。 

（注４）事業実施結果報告書として本様式を用いる場合には、件名を「米・米加工品輸出拡大推

進事業実施結果の報告について」とし、別添１～５には、実績を記載すること。 

 

  



（別添１） 
 

１．補助事業者の概要 
 

 

(１) 補助事業者の名称 

 （注)ふりがなを付すこと。 

 

 

(２) 主たる事務所の所在地 

 

 

(３) 代表者の役職名及び氏名 

（注)ふりがなを付すこと。 

 

 

(４) 設立目的 

 

 

(５) 設立年月日及び事業年度（ 月～ 月） 

 

 

(６) 直近の収支予算、収支決算 

 

 

(７) 主たる業務の内容 

 

 

(８) 米・米加工品の輸出（間接的に輸出に関与する取組を含む。）に関する取組内容 

（注）取組内容は、いつ、どのような取組を行ったのか（予定も含む。）を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(９) 事業実施体制（事業実施・経理その他管理体制） 

（注）補助事業を実施できる能力、補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制

及び処理能力を有する内容を示すこと。なお、記載内容を別葉とすることができる。 

 

 

 

 

 
 

 
 



２．輸出の拡大に向けた課題と当事業での取組概要 
 

 

(１) 輸出拡大に向けた課題（品目別、国・地域別に具体的な内容を記載すること。） 

  

 

 

 

 

 

(２) (１)の課題を解決するための当事業での取組概要 

 

 

 

 
 
 

 
 
３．今後の輸出（間接的に輸出に関与する取組を含む。）の成果目標（うち数量） 
 

 
 ①目標数量設定、達成の考え方及び目標数量の算出根拠 

 
 
 
 ②対象品目の内訳 

（単位：トン） 

品目内訳 
対象国又は

地域 

目標 
実績 
の別 

 
令和 

６年度 
 (参考） 

 
令和 

７年度 
(基準年度) 

 
令和 

８年度 
（事業実施年度） 

 

令和 
10年度 

 

令和 
11年度 

 

  
 

 
目標数量 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

実績数量 
  

 
  

 
 
 

  
 
 
 

目標数量 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

実績数量 
  

 
 
 
 

  

 
 

合 計 
 

目標数量 
  

 
 
 
 

  
 

実績数量 
  

 
 
 
 

  
 

 
（注１）対象品目の内訳は、対象国又は地域ごとに作成すること。 
（注２）対象品目の内訳が多数の場合、これを別葉とすることができる。 
（注３）基準年度は、原則として事業実施年度の前年度とするが、数値が確定していない場合

は、前年度の見込数量及び参考値として前々年度の実績数量を記載すること。 
（注４）目標数量及び実績数量は、補助事業者が取り組む対象品目の対象国又は地域向け輸出

数量を記載すること。なお、間接的に輸出に関与した取組（販売促進団体など補助事
業者自らは輸出を行っていない取組）の場合は、取組に直接参加する会員・事業者等
の輸出数量を記載すること。 

（注５）目標数量は、別添２の４、別添３の４、別添４の４及び別添５の４における成果目標の
うち輸出数量と整合するものとすること。 



 

 

４．取組事業メニュー  

（注）１．別表２のどの事業メニューに取り組むかを記載すること。 

      ２．選択した事業メニューについて別添２から別添５までを使用して記載すること。 

 

 

５．事業実施スケジュール等 

(１) 事業実施スケジュール（総括表） 

   (注)４において選択した事業ごと、月ごとにスケジュールを記載すること。 

項 目 
・・  年 

月 月 月 月 月 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

     

(２) 事業完了予定年月日 

  

 

６．事業担当者連絡先 

(１) 役職名及び氏名 

 

 

(２) 郵便番号及び住所 

 

 

(３) 電話番号及びFAX番号 

 

 

(４) Eメールアドレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



７．積算内訳(実績報告時は、「経費内訳」とする。) 

 

 

区   分 

 

 

 

 

事業費 

 

 

 

負 担 区 分 

 

事業の 

委託 

 

 

備  考 

 

 

 

国 庫 

補助金 

 

自 己 

負担金 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 進出候補先国・

地域の市場リサ

ーチ等の取組の

推進 

 

 

２ 輸出事業者等に

よる海外需要開拓

・定着等の取組の

推進 

 

 

 

 

３ 海外需要に応え

る環境整備のため

の実証への支援 

 

 

 

 

 

４ 海外規制等に対

応する取組への支

援 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)委託先 

(2)委託す

る事業

の内容 

※１ 各経費については、

別表１の補助対象経費

を参考とすること。 

※２ 事業の一部を委託す

る場合はそれに要する

経費を記載すること。 

※３ 旅費については、旅

費を使用する者の内訳

が分かるように記載す

ること（別葉可）。 

 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

 

 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

 

 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

 

 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

○○○費 

単価×数量、員数等=△△△円 

 
    計  

 
 
 

 
 

 
 

  
 

(注） 
 １．選択した事業メニューについて記載すること。 
  ２．備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠(経費内容、単価、数量、員数等)を詳細に記載す



ること。 
   なお、備考欄は、別葉とすることができる。 

３．備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額〇〇〇円」を、同税額
がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入す
ること。 

 
８．特記事項 
 
９．添付資料 
 (１)  謝金及び賃金については、その単価の根拠資料を添付すること。 
 (２)  事業費の自己負担金の構成員別負担額及び負担割合(%)を記した資料（様式：任意）を添

付すること。 
(３)  事業の一部を委託する場合は、その相見積り、委託契約書（案）を添付すること。また、

相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者のものを積算内訳の根拠としない
場合は、その理由を明らかにした資料を添付すること。 

(４) 添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分につい
ては省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に
必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。 

(５) 添付書類について、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサ
イトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。



（別添２）進出候補先国・地域の市場リサーチ等の取組の推進 

 
 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業の内容（一覧表に整理して作成することも可能とする） 

（１）対象国・地域 

（注）選定理由についても記載すること。 

 

（２）品目（冷凍寿司、パックご飯、おにぎり等） 

 

（３）実施スケジュール 

 

（４）具体的取組内容等 

 

 

３ 円滑な事業遂行のための人員・実施体制（実施体制図（事業の一部を委託する場合は

委託先も含めること）も記載すること） 

 

 

 

４ 本事業による成果目標（目標年次を必ず記載）・波及効果（事業成果・効果の検証方

法も具体的に併せて記載すること） 

 

 

 

（注）成果目標には、具体的な数値目標を必ず記載してください。 

具体的な数値目標の記載例 

・本事業を通じて、○年までに輸出数量を○トン（○％）、又は輸出金額を○万円（○

％）増加 

・本事業による海外展開事業者数〇者（○％増加） 

   ・本事業による商談件数○件 

   ・本事業による成約件数○件（○％増加）、又は成約金額○百万円（○％増加） 

 

 

 
 

 

 

  



（別添３）輸出事業者等による海外需要開拓・定着等の取組の推進 
      

 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 実施対象品目・スケジュール・具体的取組内容 

（１）対象国・地域 

（注）選定理由についても記載すること。 

 

（２）品目 

 

（３）実施スケジュール 

 

（４）具体的取組内容 

 

 

３ 円滑な事業遂行のための人員・実施体制（実施体制図（事業の一部を委託する場合は委託

先も含めること）も記載すること） 

 

 

 

４ 本事業による成果目標（目標年次を必ず記載）・波及効果（事業成果・効果の検証方法も

具体的に併せて記載すること。） 

 

 

 

（注）成果目標には、具体的な数値目標（輸出数量は必須）を必ず記載してください。 

   具体的な数値目標の記載例 

   ・本事業を通じて、○年までに輸出数量を○トン（○％）、又は輸出金額を○万円（○

％）増加。 

   ・本事業による商談件数○件。 

   ・本事業による成約件数○件（○％増加）。 

   ・本事業による成約金額○百万円（○％増加）。 

   ・本事業を通じて、○国・地域における日本産米認知度を○％増加。 

 

 
 



（別添４）海外需要に応える環境整備のための実証への支援 
     

 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業の内容（一覧表に整理して作成することも可能とする） 

（１）実施スケジュール 

 

（２）具体的取組内容等 

 

 

３ 円滑な事業遂行のための人員・実施体制（実施体制図（事業の一部を委託する場合は委託

先も含めること）も記載すること） 

 

 

 

４ 本事業による成果目標（目標年次を必ず記載）・波及効果（事業成果・効果の検証方法も

具体的に併せて記載すること。） 

 

 

 

（注）成果目標には、具体的な数値目標（輸出数量は必須）を必ず記載してください。 

   具体的な数値目標の記載例 

   ・本事業の実証スキームを活用して成約した戦略的輸出事業者と戦略的輸出基地（産地）

等の取引数量（○トン）。  

・本事業の実証スキームを活用して成約した戦略的輸出事業者と戦略的輸出基地（産地）

等の成約件数（○件）。  

・本事業の実証スキームに参加する戦略的輸出事業者数（○社）。  

・本事業の実証スキームに参加する戦略的輸出基地（産地）等数（○産地）。  

・本事業を通じた戦略的輸出事業者と戦略的輸出基地（産地）等との情報交換の仕組み

の構築状況。  

 

 

 

  



 

（別添５）海外規制等に対応する取組への支援 
 

 

１ 事業の目的  

 

 

 

２ 事業の内容（一覧表に整理して作成することも可能とする）  

（１）対象品目・国及び地域  

 

（２）実施スケジュール 

 

（３）具体的取組内容  

 

 

３ 円滑な事業遂行のための人員・実施体制（実施体制図（事業の一部を委託する場合は

委託先も含めること）も記載すること）  

 

 

 

４ 本事業による成果目標（目標年次を必ず記載）・波及効果（事業成果・効果の検証方

法も具体的に併せて記載すること。）  

 

 

 

（注）成果目標には、具体的な数値目標（輸出数量は必須）を必ず記載してください。 

   具体的な数値目標の記載例  

   ・本事業を通じて、○年までに輸出数量を○トン（○％）、又は輸出金額を○万円

（○％）増加。  

 

 
 

 
 

  



 

 
（別添６）「みどりのチェック」チェックシート  

 
 

  



 

「みどりチェック」 チェックシート（農業経営体向け） 

 

事業名   
 

 

 

↓該当する方に〇  

組織名  

代表者氏名  

住所  申請時  

(します ) 

 

連絡先  報告時  

(しました ) 

 

 

・申請時は、項目に取り組む意志を示すため、全ての項目にチェックを入れてください。  

・報告時は、各項目の取組状況を振り返り、取り組んだことを確認してチェックしてください。  

・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。  

 

環境関係法令の遵守等 チェック  

①   みどりの食料システム戦略の理解 ☐ 

②   関係法令の遵守 ☐ 
③   正しい知識に基づく作業安全に努める ☐ 
適正な施肥  
④   肥料の適正な保管 ☐ 
⑤   肥料の使用状況等の記録・保存に努める ☐ 
⑥   作物特性やデータに基づく施肥設計を検討 ☐ 
⑦   有機物の適正な施用による土づくりを検討 ☐ 
適正な防除・生物多様性への悪影響の防止  
⑧   病害虫・雑草が発生しにくい生産条件の整備を検討 ☐ 
⑨   病害虫・雑草の発生状況を把握した上で防除の要否及びタイミングの判断に

努める 

☐ 

➉ 多様な防除方法（防除資材、使用方法）を活用した防除を検討 ☐ 
⑪ 農薬の適正な使用・保管 ☐ 
⑫ 農薬の使用状況等の記録・保存 ☐ 
エネルギーの節減  
⑬ 省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める ☐ 
悪臭及び害虫の発生防止  
⑭ 悪臭・害虫の発生防止・低減に努める ☐ 
廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分  
⑮ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 ☐ 

②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25年法律第 127号）、農薬取締

法（昭和 23年法律第 82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）、食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律（平成 12年法律第 116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律（平成７年法律第 112号）、水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号）、労働安全衛生法（昭和 47年

法律第 57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 48号）とする。 
 

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞  

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。  

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、  

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。  

上記について、確認しました → ☐ 

解説書  



 

「みどりチェック」 チェックシート（農業経営体以外向け） 

 

事業名   
 

 

 

↓該当する方に〇  

組織名  

代表者氏名  

住所  申請時  

(します ) 

 

連絡先  報告時  

(しました ) 

 

 

・申請時は、項目に取り組む意志を示すため、全ての項目にチェックを入れてください。  

・報告時は、各項目の取組状況を振り返り、取り組んだことを確認してチェックしてください。 

・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。  

・※の記載内容に「該当しない」場合は☐にチェックしてください。  

 

環境関係法令の遵守等 チェッ

ク  

① みどりの食料システム戦略の理解 ☐ 

② 関係法令の遵守 ☐ 
③ 環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める ☐ 

④ 正しい知識に基づく作業安全に努める ☐ 
エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除  
⑤ 省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空

調、ウォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努

める 

☐ 

⑥ 環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討 ☐ 
悪臭及び害虫の発生防止  
⑦ ※肥料・飼料等の製造を行う場合（該当しない ☐） 

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

☐ 

廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分  
⑧ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 ☐ 
⑨ 資源の再利用を検討 ☐ 
生物多様性への悪影響の防止  
➉ ※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない☐）  

生物多様性に配慮した事業実施に努める 

☐ 

⑪ ※特定事業場である場合（該当しない ☐） 

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 

☐ 

②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25年法律第 127号）、農薬取締

法（昭和 23年法律第 82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）、食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律（平成 12年法律第 116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律（平成７年法律第 112号）、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）とする。 
 

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞  

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。  

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、  

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。  

上記について、確認しました → ☐ 

解説書  



 

 

 

 

別記様式２（第９関係） 
番       号  

年  月   日  
 

農林水産省農産局長 殿 
 

所 在 地  

団 体 名  

代表者氏名               
 
 
 

「米・米加工品輸出拡大推進事業」の事業交付決定前着手届  
 
 
 
 事業実施計画に基づく本事業について、交付決定前に着手することとしたいので、米・米加

工品輸出拡大推進事業実施要領（令和８年４月８日付け７農産第５５２０号農林水産省農産局

長通知）第９の４に基づき、下記条件を了承の上、提出する。  
 
 

記 
 
１ 交付決定を受けるまでの期間内に実施した事業に生じたあらゆる損失は、事業実施者が負

担するものとする。  
 
２ 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、

異議がないこと。  
 
３ 当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わない

こと。  
 
別添  

 

事 業 内 容  

 

 

事 業 費  

 

 

着 手 予 定  

年 月 日  

 

完 了 予 定  

年 月 日  

 

理  由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

別記様式３（第 10関係）  

 

番      号   

年   月   日   

 

 

農林水産省農産局長  殿  

 

 

 

 

                       所 在 地      

                       団 体 名      

                       代表者氏名        

 

 

 

「米・米加工品輸出拡大推進事業」に係る事業成果の報告について  

 

 

米・米加工品輸出拡大推進事業実施要領（令和８年４月８日付け７農産第５５２０号農

林水産省農産局長通知）第 10の２の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。  

 

 

（注）  関係書類として別添を添付すること。  

 

      

 

 

  



 

（別添）  

 

１  補助事業者  

 (１ ) 補助事業者の名称  

     （注）ふりがなを付すこと。  

 

 (２ ) 主たる事務所の所在地                               

 

 (３ ) 代表者の役職名及び氏名  

   （注）ふりがなを付すこと。  

 

 

２  輸出の成果目標及び実績（数量）等  

 (１ ) 対象国又は地域  

 

 (２ ) 対象品目  

 

 (３ ) 対象品目の内訳  

（単位：トン）  

品目内訳  
対象国又
は地域  

目標  
実績  
の別  

令和  
６年度  

 (参考）  

令和  
７年度  

(基準年度）  

令和  
８年度  

（事業実施
年度）  

令和  
９年度  

 

令和  
10年度 

 

  
 
 

目標  
数量  

 
 
 

 
 

   

 
 

 
 
 

 
 
 

実績  
数量  

  
  

 
 

  

 
 
 
 

目標  
数量  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

実績  
数量  

  
 

 
 

  

 
 
 

合 計  
 

目標  
数量  

  
 

 
 
 

 
 

 
 

実績  
数量  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
（注１）対象品目の内訳は、対象国又は地域ごとに作成すること。  
（注２）対象品目の内訳が多数の場合、これを別葉とすることができる。  
（注３）基準年度は、原則として事業実施年度の前年度とするが、数値が確定していない場合

は、前年度の見込数量及び参考値として前々年度の実績数量を記載すること。  
（注４）目標数量及び実績数量は、補助事業者が取り組む対象品目の対象国又は地域向け輸出

数量を記載すること。なお、間接的に輸出に関与した取組（販売促進団体など補助事
業者自らは輸出を行っていない取組）の場合は、取組に直接参加する会員・事業者等
の輸出数量を記載すること。  

 

 

 

 

 



 

３  活動成果の報告  

（注）当該報告に係る年における活動内容を具体的に記載すること。（その際には、事

業計画の報告に係る別記様式１（第９関係）別添２の４、別添３の４及び別添４の

４の成果目標に沿ってそれぞれ記載すること。）  

 

 

４  評価  

 (１ ) 目標達成率  

（注）  事業実施年の目標数量に対する実績数量の比率を記載すること。  

 

 

 (２ ) 目標達成率の背景（要因分析）  

   （注） 商談会における商談件数、成約件数などを定量的に盛り込み、輸出の課題に対す

る結果など事業を実施した成果を含め、具体的に記載すること。  

      また、目標数量を達成できなかった場合についてもその要因を詳細に分析する

こと。  

 

 

５  次年度以降の活動方針  

 （注）上記分析を踏まえた次年度以降の活動方針について具体的に記載すること。  

 


